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スペ イ ン 「歴史 的記 憶法」 とカ タル ーニ ャ

遠藤 美純

TheHistoricalMemoryLawandCatalonia

ENDOYoshizumi

はじめに

2007年 スペイ ンにおいて,い わゆる 「歴史的記憶法」が成立 した1〕。正式

名称を 「内戦および独裁期に迫害あるいは暴力を受けた人々のため,権 利を

承認 し拡大 し措置を定める法律」 とするこの法律は,ス ペイン内戦およびフ

ランコ体制下における迫害 ・暴力による犠牲者の名誉を回復 し,そ の権利を

補償することを目的 とした ものである。1936年7月 の軍事蜂起より約70年 を

経て広 く歴史の見直 しが問われていたスペインにおいて,こ の法律の制定は

勝者 と敗者 との 「二つのスペイン」をめ ぐる大きな議論を呼んだ。

内戦期に共和国側に立 ち,フ ランコ体制下で迫害を受 けたカタルーニ ャは,

この法律の制定 における救済対象者を多 く含む地域である。カタルーニ ャの

左派地域政党であるERC(カ タルーニ ャ共和左翼)やICV(カ タルーニャ・

グ リー ン・イニシアティブ)は この法律の制定に当初より取 り組み,ま たそ

の制定にはカタルーニャの民族主義的政党の連合であるCiU(集 中と統一)

が重要な役割を果たした。 ここでは 「二つのスペイン」における,CiUの

力タルーニ ャ民族主義 とカ トリックとの結びつきの特異性が論点 となる。

本論ではスペ インにおける歴史認識問題 について,「 歴史的記憶法」制定

の経緯における力タルーニャ地域政党の取 り組みと,そ の背景 にあるカタルー

ニャにおける抑圧および反体制運動という過去 とを通 して言及 したい。
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1.ス ペインにおける歴史認識問題

スペインの20世 紀は,象 徴的な意味では1898年 の米西戦争に敗北 し,植 民

地キューバ とフィリピンを喪失す ることから始まった。スペインにおける国

内対立は深刻化 ・二極化 し,プ リモ ・デ ・リベーラの独裁(1923年 ～),第

二共和制(1931年 ～)を 経て,内 戦(1936～1939年)に まで至 った。内戦は

死者 と亡命者を合わせて100万 人とも言われる過酷な被害を もたらした。内

戦 に勝利 したフランシスコ ・フランコ(1892-1975)を 中心とするナショナ

リス ト陣営は権威主義的な体制の確立に成功 し,そ の体制は勝者 と敗者との

徹底的な差別構造の上に30年 以上にわた って維持された。

1975年 のフランコ死去の後,ス ペイ ンは権威主義体制から民主主義体制へ

と平和裏に移行 し,そ の成功は模範的 ・教科書的と評 されてきた。だが,内

戦およびフランコ体制下で既に多 くのスペイン人の血が流されていたのであ

り,さ らに,か つての勝者と敗者 との 「共存」のために,過 去の迫害および

暴力 に関 しては責任の追及はおろか認知さえもされなかった。内戦およびフ

ランコ体制下の被害者の問題は棚上げされ続 け,2010年 の現在 もスペインは

「行方不明者」の数で,ポ ル ・ポ ト政権下のカンボジアに次いで世界で二番

目の国とも言われる㌔

そ して,軍 事蜂起から70年以上,民 主化移行か ら30年以上経 った現在のス

ペインにおいて も,こ の歴史認識問題をめぐる対立の溝は深い。スペイン内

戦勃発70周 年に当た って,2006年 にエル ・ムン ド紙が行 ったアンケー ト調査

によれば,1936年7月 の軍事蜂起には正当性が欠けていたと答えた者が約半

数であったのに対 し,第 二共和制下の混乱 と暴力とに対 しては正当性があっ

たと擁護する者 は約30%で あった3)。フランコ体制 について54%が 内戦の敗

者の犠牲に基づ く勝者の体制であったとするのに対 して,33%は フランコ体

制を安定 と平和を もたらした体制であったと考えている4)0フ ランコ体制が

当時のスペイン国民に幅広い支持を得ていたと考える者はわずか16%に 過ぎ

ないにも関わらず,な ぜその体制が30年 以上 も続いたのかについて,57%が

大半のスペイン国民が大勢に順応する態度を取ったか らだと答えている5)。
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2.「 歴史的記憶法」の制定と力タルーニャ地域政党

2004年 のPSOE(社 会労働党)サ パテロ政権成立後,内 戦およびフランコ

体制下における迫害の犠牲者の尊厳とその歴史的記憶 とを公的に回復 してい

くことを求めるものとして,「 歴史的記憶法」制定への取 り組みがは じまっ

た。内戦世代にとって残 された時間が少なくなっていることを受け,そ の孫

の世代によるARMH(歴 史的記憶回復協会)の 名誉回復 ・犠牲者遺体回収

などの運動が大きな反響を集め,後 押 しをした。また,2003年 のカタルーニャ

議会選挙,2004年 の国政選挙において,左 派勢力が拡大 したことも背景にあっ

た。 ただ,PP(国 民党)の ように制定その ものに反対す る勢力 もあり,国

内を二分す るかに議論が紛糾 し,そ の法案が上程されたのはスペイン内戦勃

発70周 年となる2006年,そ れが制定されたのは2007年 の暮れに至 ってか らで

ある。

こうして制定 された 「歴史的記憶法」は,フ ランコ体制への公式な非難,

内戦下における 「政治的 ・イデオロギー的 ・宗教的理由による」裁判の非合

法性の宣言,犠 牲者の遺体発掘や身元確認の促進,公 共空間か らの1936年 の

軍事蜂起や フランコ体制のシンボルの撤去,研 究 ・教育のための資料の収集

と公開などを定め,歴 史認識問題に大きく踏み込むものとなった。 しか し,

歴史的記憶への政治的介入を避けるという観点か ら,歴 史的記憶に関する公

的認知という当初の 目的は果たされず,法 律の正式名称に 「記憶」 という言

葉は採用されなかった。

この法律の制定過程ではカタルーニ ャの地域政党が大 きな役割を果た した。

スペイン下院においてPSOEの 議席数は過半数に満たなか ったため,法 案

成立のためには左翼政党や民族主義政党 との協力が必須だったためである。

第一はERCで ある。ERCは 政府案の提出の遅れに対 して,2005年 にIU

(統一左翼)な らびにICVと ともに独 自の法案を提出するなど,積 極的にこ

の法案の制定に取 り組んだ。とりわけ問題 となった軍事裁判等の判決の 「法

的無効性」を求める議論では,IU-ICVが 「非合法性」 との文言で妥協 した

のに対 して,ERCは 妥協せず最終的に法案に対 して反対票を投 じた。共和
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主義左派かつ独立を志向する民族主義政党であるERCは,フ ランコ体制下

にあって もっとも過酷な迫害を受けた勢力の一つであった。第二共和政期か

ら内戦期にかけてERCの 党首であ り,ジ ェネラリタ首班を務めたリュイス ・

クンパニス(1882-1940)は 軍事裁判によって銃殺刑に処 されたが,そ の法

的根拠を認めるわけにはいかないという立場である。

第二 は,ERCに 代わ って法律制定 に支持 を与え たCiUで ある。 既 に

PSOEとIUが2007年4月 の時点で,死 刑執行に携わった者の氏名を秘匿す

る義務と同じ観点か ら,内 戦の両陣営を同等 に扱 うような言及については削

除することで合意 していたが6),8月 末CiUは 法案の支持に当たって,共 和

国陣営における抑圧,さ らにはそこでカタルーニ ャの民族主義者およびカ ト

リック教徒に対する報復措置としての抑圧があったことに言及す ることを求

めた。CiUはCDC(カ タルーニ ャ民主集中)とUDC(力 タルーニャ民主

連合)か らなる中道右派のカタルーニャ民族主義勢力の連合であるが,後 者

は第二共和制 にまで遡 る歴史を持つキ リス ト教民主主義政党である。CiU

の主張は内戦の混乱期において,ナ ショナリス ト陣営 とは逆に,共 和国陣営

でカ トリックの聖職者が迫害された過去に基づ くものである。

ナショナリス ト陣営による暴力 とともに共和国側陣営による暴力をいかに

とらえるのかという問題があるのは当然のことではあるが,そ もそもこの法

案は内戦およびフランコ体制期において敗者の立場にあり顧みられてこられ

なかった被害者の歴史的記憶の回復を目指す ものであった。フランコ体制下

にあって手厚 く弔われてきた勝者に対 して,敗 者 の側は弔いどころか,そ の

認知 さえはばかれたのである。その意味で双方が被害者でもあり,加 害者で

もあるかの平等主義的配慮は 「歴史修正主義的」ととらえられかねないとこ

ろがある。IUの ガスパール ・リャマサーレスはカタルーニ ャの政党がPP

に取 って代わると批判するとともに,共 和国において行われた過度の行為 と,

フランコによる虐殺 とは別の問題だと述べたDOま た,デ ・ラ ・ベガ第一副

首相は,こ の法案は 「内戦およびフランコ主義によって苦 しんだ人 々」に償

うための ものであり,責 任の範囲や歴史的判断を明 らかにするものではない

と述べた8)。

だが,力 タルーニ ャの民族主義者およびカ トリック教徒はその特異な立場
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から,歴 史認識問題が勝者と敗者 という 「二つのスペイン」に収敏 されかね

ないことに異議を申し立てたのである。 もちろん,そ もそも軍事蜂起こそが

国家の瓦解 と混乱をもたらし,そ のために共和国側での迫害が発生 したとの

解釈や,ナ ショナリス ト陣営における組織的な虐殺 と共和国陣営における不

穏分子による突発的暴力 とを対比するような解釈はありうる。 しかし,こ う

した解釈についてその共和国陣営を擁護する立場は理解できるが,歴 史的事

実か らの異論 も多い9)。またそれが当事者の虐殺を容認する理由とはな らな

いであろう。勝者と敗者 という二分法を改めて強化す ることによって,そ こ

から零れ落ちる記憶 もある。

最終的に,法 律の文言 においては迫害および暴力の理由として挙げ られて

いた 「政治的理 由およびイデオ ロギー的理 由」 に加えて,「 宗教的信条によ

る理由」という文言が付 け加えられた。ただ し,こ れは加害あるいは被害に

ついてどちらか一方 と取れるような記述ではな く,宗 教的理由によって被害

を受 けた,あ るいは同じ理由で加害を行 ったとの双方で受 け止められる記述

になっている。 その一方IU-ICVの 主張によって 「迫害が行われた陣営や地

域を問わず」との文言が削除されたio>0こ のような決着は法案を通すための

数の論理による妥協の産物 であ り,CiUの 主張はその意味で も政治的に批

判 され もした。 しか し,こ の問題については,内 戦およびフランコ体制下の

カタルーニ ャにおける迫害と反体制運動 とについて振 り返 ってお く必要があ

る。

3.力 タ ル ー ニ ャ に お け る 迫 害

共和国陣営に立っていたカタルーニ ャにとって,ス ペイン内戦におけるそ

の敗北は過酷な時代の始 まりであった。カタルーニ ャ民族主義は,共 和主義

や社会主義,反 教権主義 とともにフランコ体制にとって弾圧の対象であった

が,1939年1月 ヤグエ将軍がバルセロナを占領 した際に軍 とファランへ党員

がその訓辞で 「共産主義 に対する十字軍ではな く,分 離主義の鎮圧」だと表

明したように"),力 タルーニャ民族主義への弾圧は 「赤」への弾圧以上にカ

タルーニ ャにおける弾圧を特徴づけるものであった。19世 紀か ら20世紀にか
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けてカタルーニ ャ民族主義がスペイン国民主義に先行 したことと,そ の進展

の中でスペインがキューバという植民地を喪失 した経験 とによって,ス ペイ

ン国民主義を体現する勢力とりわけ軍にとって,力 タルーニ ャ民族主義はカ

タルーニ ャを 「第二のキューバ」 とする運動であった12)。それを根絶 しよう

との企図は植民地主義の延長線上にあった。そ して,他 の地域 と同様に特定

のイデオロギーへの弾圧がなされたのはもちろんのこと,イ デオロギーに関

わらずカタルーニャ地域全体に対して抑圧政策が取 られたため,カ タルーニャ

人 とは見なされない人々をも含むカタルーニャ住民全体に不利益がもた らさ

れさえ したのである。

カタルーニャにおける粛正は,ス ペインの他の地域における粛清 と同様に

労働組合や人民戦線に加わった政党,社 会主義諸派などの指導者はもちろん

のこと,カ タルーニ ャ文化の活動で知 られた者やただジェネラリタの業務に

携わっていたという者にまで及んだ13)。特にバルセロナは1939年1月26日 の

占領後,内 戦終結後の同年8月1日 までスペイン全土で唯一特別 占領体制下

におかれ徹底 した粛清が行なわれた。 ジュゼ ップ ・マリア ・スレ ・イ ・サバ

テは,そ の粛清の規模について共同墓地や死亡届の裏づけを取 り,証 言を含

む幅広い情報源にあたって,1953年 までにカタルーニ ャにおいて3,385人 の

処刑が行われたと同定 している。そのほぼすべてが軍事法廷で裁かれたが,

処刑 はとりわけ占領直後に集中 し,そ の87.1%が1940年 の終わ りまでに行わ

れた1%粛 清 は内戦の延長にあったのである。 もちろん,こ の数字について

は,ス ペインの他の地域 と同様に内戦末期粛清を恐れて国外に亡命した者の

数を考慮に入れる必要がある。内戦末期フランス国境に数十万人の亡命者が

殺到 し,戦 後6カ 月以内に帰国 しなか った亡命カタルーニ ャ人は6,000人 に

達 していたからである。

公職追放 も徹底 して行われた。ナショナリス ト陣営によって解放 されたは

ずのブルジ ョアジー もそのほとんどが地方行政か ら追放 され,公 的職務に従

事することを禁止された。教育機関においてはすべての教員がその前歴を調

べられ,力 タルーニ ャ主義に関わった者はすべて罷免 させられた。その後任

にはスペイン人 として申し分ないと認め られた者が,カ タルーニャ語の廃絶

を目的としてカスティー リャ及びエス トレマ ドゥーラ地方か ら派遣 された。
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そ の 採 用 基 準 と して 重 要 だ っ た の は,カ タ ル ー ニ ャ語 に対 す る無 学 と偏 見 で

あ った1v)

力 タル ー ニ ャ語 は あ く まで も一 つ の 方 言 と して 扱 わ れ る こ と に な り,そ の

使 用 は 分 離 主 義 と 同一 視 され た。 カ タル ー ニ ャ語 の公 で の 使 用 は全 面 的 に禁

止 され,カ ス テ ィー リ ャ語 の 使 用 が 義 務 づ け られ た'6)。「フ ラ ン コの よ う に」

話 す こ と,「 帝 国 の 言 葉 」 を話 す こ とが 奨 励 され た'7)。公 務 員 は 力 タル ーニ ャ

語 を 使 用 す れ ば 解 雇 され,公 教 育 で の 利 用 は も ち ろ ん,大 学 に お け る研 究 の

対 象 と して カ タ ル ー ニ ャ語 を 扱 う こ と さえ 禁 じ られ た 。 内 戦 以 前 は,年 間

700冊 以 上 の 力 タ ル ー ニ ャ語 で 書 か れ た 書 籍,年 間200誌 以 上 の定 期 刊 行 物 が

出版 され て いた が,カ タ ル ー ニ ャ語 を 用 い た 出版 物 は 全 面 的 に禁 止 され た'A)0

よ うや く規 制 が 緩 和 され た1946年 に お い て もカ タ ル ー ニ ャ語 に よ る書 籍 の 出

版 は わ ず か に12冊 で あ った19)。

文 化 や 慣 習 に 関 して も,カ タ ル ー ニ ャ 的 な もの は カ ステ ィ ー リ ャ的 な もの

へ と置 き換 え られ た。 カ タル ー ニ ャの 伝 統 的 音 楽 や 祭 は 禁 止 さ れ,祝 祭 日 も

カ ス テ ィ ー リ ャ式 に変 更 が 加 え られ た 。 そ れ は,ま った く些 細 な こ と と思 わ

れ る もの に ま で 及 び,カ タル ー ニ ャ に まつ わ る八 つ の記 念 碑 が 取 り壊 され,

地 名,通 りの 名 前 ま で もす べ て カ ス テ ィ ー リ ャ語 表 記 に変 更 さ れ た 。

この よ うな政 策 は,カ ステ ィ ー リ ャ語 の カ タル ーニ ャに お け る 公 的 用 語 と

して の 地 位 を確 か な もの と し,カ タ ル ー ニ ャ語 の 使 用 を私 的 な空 間 に 制 限 さ

せ た 。 カ ス テ ィー リ ャ語 と カ タ ル ー ニ ャ語 の 公 私 ・上 下 の 関 係 が 固 定 され る,

デ ィ グ ロ ッ シー と い う言 葉 が 指 し示 す 用 語 と して は適 切 で あ ろ う二 重 言 語 状

態 が 生 じた の で あ る。 この デ ィグ ロ ッシ ー状 態 は,カ タル ーニ ャ文 化 の 規 制

が1946年 か ら徐 々 に緩 和 され,1962年 に実 質 的 に 自 由化 す る こ とに よ って 解

消 の 方 向 へ と向 か っ た が,そ れ で も公 式 な カ タル ーニ ャ語 教 育 や,テ レ ビ ・

新 聞 と い った マ ス ・メ デ ィ ア で の カ タル ー ニ ャ語 の利 用 が 再 開 さ れ た の は フ

ラ ン コ体 制 が終 焉 した後 で あ っ た。

しか し,こ の よ う な 力 タル ー ニ ャの 弾 圧 に 対 す る 力 タ ル ー ニ ャ人 の 対 応 は

さ ま ざ ま で あ った 。 ス ペ イ ン内戦 の 対 立 構 造 は 軍 事 戦 略上 の 結 果,地 理 的 に

二 分 され て い た が,そ の 内 部 に は 当 然 そ の地 理 に 区分 され な い相 反 す る集 団

を 内 包 して い た か らで あ る。 サ ル バ ドー ル ・ジー ナ ー は,力 タ ル ー ニ ャに お
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け る反 体 制 運 動 の 展 開 と して1)無 関心 お よ び市 民 的 不 服 従,2)文 化 的 カ

タ ル ー ニ ャ主 義 の 推 進,3)民 主 主 義 的,経 済 的 闘争,4)政 治 的合 法 性 の代

替 案,の 四 つ を あ げ て い る が20),も ち ろ ん ナ シ ョナ リス ト陣 営 を積 極 的 に支

持 した 者 もい た 。1936年 の 選 挙 で右 派 選 挙 協 力 ブ ロ ッ クに 属 した地 域 主 義 連

盟(LligaRegionalista)の よ うに軍 事 蜂 起 を 支 持 した 人 々 や,共 和 国 の 反

教 権 主 義 の抑 圧 を 受 け た カ トリ ッ ク教 会 の よ う に,フ ラ ン コ を解 放 者 と と ら

え た人 々 で あ る。 他 方 、反 体 制 勢 力 に お い て は,ア ナ キ ス トの よ うに カ タ ル ー

ニ ャ民 族 主 義 や カ トリ ッ クを 敵 視 す る勢 力 もあ れ ば,共 産 主 義 者 の よ う に カ

タ ル ー ニ ャ民 族 主 義 との 接 点 を保 ち つ づ け た 勢 力 もあ った 。 カ タ ル ー ニ ャの

人 々 は多 様 で,「 カ タ ル ー ニ ャ人 で あ る」 こ と は そ の 紐 帯 と は な りえ て い な

か った の で あ る。

な お,共 和 国 陣 営 とカ タル ー ニ ャの 共 和 主 義 ・自治 主 義 も常 に 同 一 視 さ れ

る もの で は な い 。 分 離 主 義 者 と の 非 難 は ナ シ ョナ リス ト陣 営 に専 らの もの で

は あ るが,同 様 の 非 難 は 共 和 国側 に お い て も根 拠 な く行 わ れ た。 例 え ば 内戦

の展 開 に伴 い状 況 が 悪 化 す る と,カ タル ー ニ ャ主 義 者 が共 和 国 側 か ら分 離 独

立 し,フ ラ ン コ と独 自に 和 平 を結 ぼ う と して い る と の 噂 が 度 々流 れ た 。 多 く

の カ タル ー ニ ャ人 が マ ド リ ッ ド防 衛 に尽 力 した こ と,当 時 の カ タ ル ー ニ ャに

お い て 分 離 独 立 主 義 者 は 政 治 的 に 周 辺 化 さ れ た 少 数 派 で あ っ た こ と,1937年

の5月 事 件 以 降 は 中央 政 府 に よ って 力 タ ル ー ニ ャ の治 安 が 管 理 さ れ て い た状

況 な どか ら,そ の よ う な可 能 性 は存 在 しな か っ た に も関 わ らず で あ る2'〕。 カ

タ ル ー ニ ャに お け る カ ト リ ック 的 民 族 主 義 と共 和 主 義 的 民 族 主 義 とは 互 い に

相 容 れ な い もの で あ った が,ス ペ イ ン と い う枠 組 み で は 同 じよ うに 差 別 さ れ

る側 の 立 場 に も あ っ た の で あ る。

そ の 中 に あ って,カ タ ル ー ニ ャの カ トリ ッ ク教 会 とそ れ に根 ざ した 民 族 主

義 勢 力 と の結 び つ き は特 異 な 立 場 に あ っ た。 フ ラ ンコ体 制 に お け る 「二 つ の

ス ペ イ ン」 の対 立 軸 の 中 で の そ れ ぞ れ の 扱 い の 相 違 の た め にで あ る。
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4.力 タ ル ー ニ ャ に お け る カ トリ ッ ク教 会 と民 族 主 義

内 戦 お よ び フ ラ ン コ体 制 下 に お け る粛 清 の 犠 牲 者 は,さ ま ざ ま な 研 究 に よ

りナ シ ョナ リス ト陣 営 で は最 大150,000人(内 戦 後 の犠 牲 者50,000人 を 含 む),

共 和 国 陣 営 で は50,000か ら60,000人 と推 定 され て い る?p)。そ の 殺 害 の対 象 は

ナ シ ョナ リス ト陣 営 に お いて 共 和 主 義 者 や社 会 主 義 者 らで あ っ た の に 対 して,

共 和 国 陣 営 に お いて は反 革 命 的 な 体 制 的 存 在 と され た ブ ル ジ ョア ジー,フ ァ

ラ ンへ 党 員,そ して 聖 職 者 で あ った。

ジ ュゼ ップ ・マ リア ・ス レ ・イ ・サ バ テ は,戦 後 カ タ ル ーニ ャに お け る被

害 と同 様 に,内 戦 下 の カ タル ー ニ ャ にお け る 虐 殺 行 為 に 関 す る量 的 研 究 を行

い,8,360人 の 被 害 者 を確 認 し て い る23)。い わ ゆ る人 民 法 廷 が 制 度 化 さ れ,

8,360の 処 刑 の う ち ほぼ8,000が,裁 判 外 の もの で あ っ た こ と も指 摘 して い る。

聖 職 者 は 内戦 下 にお い て ス ペ イ ン全土 で6,832人 が殺 害 され た が24),カ タル ー

ニ ャで は1 ,541人 が 殺 害 され て い る25)。カ タ ル ー ニ ャの 教 会 は 内戦 中 に 共 和

国 陣 営 下 に あ って 主 に ア ナ キ ス トに よ っ て迫 害 され た°filO

ス ペ イ ン内戦 に お け る カ トリ ッ ク/反 教 権 主 義 の対 立 軸 に お い て,ナ シ ョ

ナ リス ト陣 営 は カ トリ ッ ク教 会 の 保 護 者 で あ った た め に,教 会 は ス ペ イ ン全

体 と して は フ ラ ンコ体 制 を 積 極 的 に 支 持 し,そ の 思 想 的 基 盤 の一 つ とな っ て

い た 。 力 タ ル ー ニ ャに お いて も この 点 は 同様 で,共 和 国 の 反 教 権 運 動 に お け

る直 接 の 被 害 者 で あ った 経 緯 か ら,フ ラ ン コを 解 放 者 と して そ の体 制 を支 持

して い た 。

た だ し,迫 害 を 受 け た こ と が そ の ま ま親 フ ラ ン コ で あ る と は必 ず し も限 ら

な い 。 ご く少 数 と は い え,ス ペ イ ン にお い て も 力 タル ー ニ ャ に お い て も反 フ

ラ ン コ的 な聖 職 者 は存 在 した し,共 和 国 を支 持 した聖 職 者 も い た。 例 え ば,

UDCの 主 要 な 指 導 者 の一 人 で あ り,第 二 共 和 制 期 に ジ ェネ ラ リ タ の 大 臣 や

下 院 議 員 を 務 め た マ ヌエ ル ・カ ラ ス コ ・フ ォル ミゲ ラ(1890-1938)は,教

会 お よ び 力 タ ル ー ニ ャ 自治 の 擁 護 に 尽 力 した カ トリ ッ ク系 の 力 タ ル ー ニ ャ主

義 者 で あ った。 軍 事 蜂 起 後,キ リス ト教 民 主 主 義 を貫 き な が ら共 和 国 を支 持

した 彼 は,反 教 権 主 義 者 に攻 撃 さ れ な が ら共 和 国 陣 営 に お け る迫 害 の 仲 裁 に
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関 わ った 。 が,後 に ナ シ ョナ リス ト陣 営 に捕 らえ られ,ヴ ァ チ カ ンを は じめ

とす る 国 際 的 な 嘆 願 に も関 わ らず,「 反 舌L」 に荷 担 した罪 で1938年4月 に処

刑 され て い る?DOス ペ イ ン主 義/力 タ ル ー ニ ャ主 義,カ トリ ック/反 教 権 主

義,ナ シ ョナ リス ト陣営/共 和 国 陣 営 と い った 指 標 は,そ れ ぞ れ が 単 純 に 区

分 で き る もの で な い と と も に,そ の 組 み 合 わ せ も単 純 な もの と は 限 らな か っ

た の で あ る。

そ して も う一 つ 重 要 な 問 題 に,カ タル ー ニ ャ に お け るカ トリ ッ ク と民 族 主

義 との 結 び つ き が あ る。 カ タ ル ー ニ ャ に お け る都 市 と農 村 と の対 立 軸 に お い

て は,力 タ ル ー ニ ャの カ ト リ ッ ク教 会 は農 村 にお け る伝 統 的 価 値 の 基 盤 で あ

り,伝 統 主 義 の 立 場 か ら 力 タ ル ー ニ ャ文 化 を擁 護 して き た 。 そ の た め 政 府 の

カ タ ル ーニ ャ語 禁 止 令 に は頻 繁 に 背 反 した。 これ に は,言 語 を奪 わ れ た 教 区

の カ トリ ッ ク教 徒 に 接 近 す る と い う現 実 的 な 意 図 もあ っ た28)。スペ イ ン政 府

は教 会 と の協 力 関 係 が体 制 の 維 持 に必 要 だ った た め に,教 会 に対 して は政 治

的経 済 的 に寛 容 な 政 策 を と っ て お り,カ タ ル ー ニ ャに お い て も教 会 に お け る

文 化 運 動 を他 の 労 働 運 動 や 共 和 主 義 者 の 勢 力 の よ うに は取 り締 ま る こ と は で

き な か っ た。

この よ うな経 緯 か ら,教 会 に は 多 くの 伝 統 主 義 者,知 識 人,学 生 な どが 集

ま り,多 くの 文 化 グル ー プ が形 成 され た。 私 的 空 間 で は 日常 的 に力 タ ル ー ニ ャ

語 が 使 用 さ れ て い た とは いえ,1940年 代 か ら1950年 代 に か けて カ タ ル ーニ ャ

の カ トリ ッ ク教 会 は,カ タル ー ニ ャ語 を 使 用 で き る唯 一 の 公 的 空 間 と して,

ス ペ イ ンに お い て もカ タ ル ー ニ ャに お い て も特 別 な地 位 に あ っ た。 特 にオ ウ

レ リ ・M・ エ ス カ レー(1908-1968)が 修 道 院 長 を つ と め た ベ ネ デ ィ ク ト会

の モ ンセ ラ ッ ト修 道 院 は,彼 の庇 護 の も とカ タル ーニ ャ文 化 運 動 の 象 徴 的 存

在 とな った29)。エ ス カ レー は1963年 の ル ・モ ン ド紙 の イ ンタ ビ ュ ー で,ス ペ

イ ン国 家 と そ の 共 犯 者 た る教 会 が カ タル ー ニ ャ民 族 を抑 圧 して い る と公 然 と

非 難 し,国 外 追 放 さ れ て い る。 この よ う に 力 タル ーニ ャの カ トリ ッ ク教 会 は,

カ ト リ ック ゆ え に共 和 国 に あ っ て迫 害 の 対 象 とな り、 ナ シ ョナ リス トに よ る

解 放 ・擁 護 の対 象 と な った が,力 タ ル ー ニ ャ民 族 主 義 と結 びつ く こ と に よ っ

て 反 体 制 的 な 立 場 に も あ った の で あ る。 後 にCDCを 組 織 し,CiUを 率 い て

ジ ェネ ラ リタ首 班 とな っ た ジ ョル デ ィ ・プ ジ ョー ル(1930-)ら の 民 族 主 義



スペ イ ン 「歴 史 的記憶 法」 とカ タルー ニ ャ115

的反 体 制 運 動 も この 流 れ に あ っ た3U)0

も ち ろん,こ の よ うな 図 式 的 な説 明 や 状 況 的 説 明 に よ って,カ タル ーニ ャ

の民 族 主 義 者 お よ び カ ト リ ック教 徒 の 行 動 を 類 型 化 しき れ る もの で は な い。

マ ヌエ ル ・カ ラ ス コ らの よ う に,個 々人 の選 択 が 重 要 な分 岐 と もな った か ら

で あ る。 た だ,ご く少 数 と は い え,立 場 や イ デ オ ロ ギ ー を 超 え て 「ス ペ イ ン

人 の 中 に も 自 らの 良 心 に 従 っ て一 方 的 に一 つ の 陣 営 だ け に 与 す る こ とな く,

兄 弟 愛 で も って スペ イ ンの た め に 尽 力 した人 々が い た」 の で あ る31)。

むすびにかえて

スペイン内戦およびフランコ体制下において,そ もそもなぜあのような迫

害が起こったのだろうか。また勝者 と敗者の差別構造がここまで維持されて

きたのだろうか。

1936年7月 の軍事蜂起が当初は軍事介入による政権の交代を目指した もの

であって,共 和国そのものの打倒を目指 したものでなかったことはよ く知 ら

れている32)0軍事蜂起において掲げられた旗はそのほとん どが共和国の旗で

あり,い ずれの旗を掲げるかという問題が解決 したのは蜂起後1ヶ 月以上 も

先のことであっだ ㌔ また,例 えばカタルーニ ャの 「分離主義」に対する軍

やファランへの強硬な非難についても,そ れが一枚岩であったわけではない。

戦前 にファランへは制限付きで地方 自治を認め,そ のイデオローグであった

ホセ ・アントニオに至 ってはカタルーニ ャなどの地方の特異性を賞賛 してみ

せさえ していたのである3UO

軍事蜂起の成功とまでは言えない状況,あ るいは失敗 とまでは言えない状

況が,予 期せぬ不幸を大規模にもたらしたのである。 もちろん,こ のような

偶然の要素は決定的な要素ではない。虐殺の被害はいずれの陣営において も

とりわけ軍事蜂起直後に集中している。内戦の進展によって憎悪が高まった

ことはもちろんだが,こ のことはその開始に至るまでに既に深刻な対立があっ

たことを示 している。左翼と右翼 との排他的な二極化を生み,中 道 という選

択肢の可能性を低下 させ,軍 事蜂起を起 こす潜在的な状況を生み出しのは第

二共和制の民主主義制度でもあった。その意味ではスペインにおける内戦は
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双方 において不幸をもたらした。戦争という形態が勝者 と敗者 という二つの

スペイ ンを決定づけ強化 した。フランコ体制の基盤は迫害のみによって維持

されたわけではな く,そ れに代わる体制の形成が極めて困難な状況に陥って

しまったとの現実的な認識のためでもあった3㌔ 先のエル ・ム ンド紙におけ

るアンケー トにおいて,フ ランコ体制が幅広い支持を得ていないにも関わら

ず存続 した理由について,大 半のスペイ ン国民が大勢に順応する態度を取 っ

たとの答えは,こ の ことを示唆す るものである。

そ して,ス ペイ ンの過酷な経験についてはもう一つ,植 民地主義 という文

脈にも関わるが,ス ペインおよびカタルーニャの帝国としての振 る舞いはも

ちろんのこと,ス ペインにおけるカタルーニャに対す る植民地主義 とともに,

ヨーロッパにおいてスペイ ンおよび力タルーニャが置かれた状況を考慮す る

必要 もあろう。すなわち,ヨ ーロッパ諸国の不干渉を含む介入がスペインの

内戦を激化させたことである。その後のフランコ体制の存続においても,ヨ ー

ロッパにおける国際政治が大きな影響を及ぼした。それを踏まえた上で,ヨ ー

ロッパの統合が内戦後におけるスペインの国民統合や民主化に正の側面を持 っ

ていたことが検討されるべきであろう。

軍事蜂起より70年,民 主化移行よ り30年経 って もなお,ス ペインにおいて

歴史をいかにとらえるのかをめ ぐる対立は深 く交錯 している。「歴史的記憶

法」制定をめ ぐってさまざまな議論が行われたことによって,「 スペイ ンが

いかに歴史 と向き合 うか」についてようやく向き合えたと言えるのか もしれ

ない。またそれだけスペインの戦後が安定 したとも言えよう。ただ,「 歴史

的記憶法」制定後の2008年 総選挙において,そ の制定を積極的に推進 してき

たIUお よびERCが 議席数を大幅に減 らしたように36),厳 しい経済状況の

なかでこの問題 に関心を持ち続けることの難 しさも見受 けられる。

現体制をどうとらえるのか,そ の前のフランコ体制をどうとらえるのか,

内戦をどうとらえるのか,第 二共和制を どうとらえるのかは,一 連の問題で

ある。第二共和制とフランコ体制 との断絶 と,フ ランコ体制と現1978年 憲法

体制 との連続性 は,ス ペイ ンという国家において極めてアクチュアルな問題

である。軍事蜂起およびフランコ体制について,そ の正当性をめ ぐる意見の

相違の深さは,現 体制の正当性の問題で もあるか らである。ただその正当性
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を認めるのはまずはスペイ ンの国民である。犠牲者の名誉回復 という必要条

件を踏まえた上で,法 技術的な側面はもちろんだが,政 治的 ・社会的にはそ

の形成のあり方 によってこそ,国 家 ・国民にその枠組みの正当性が付与され

るのであろう。 スペインにおける国民統合は今もその形成過程にある。
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